
1.補正予算規模

2.一般会計補正予算（第2号）の主要事項

1 介護基盤緊急整備特別対策事業費補助金 健康生きがい課 金額 70,000

＜繰越明許費＞

認知症グループホーム等の建設補助に係る繰越明許費の設定

2 各種予防接種事業費追加 保健推進課 57,265   57,265

健康生きがい課

水痘および高齢者の肺炎球菌感染症に対するワクチン接種に要する経費追加

１．水痘ワクチン予防接種 27,325

対象年齢： 生後12月から生後36月未満

接種回数： 2回　（3月以上の間隔をおいて接種）

自己負担： なし

No. 事　業　名　及　び　事　業　概　要 事 業 費　/　一般財源

平成26年度宇治市9月補正予算の概要

　今回の補正予算は、水痘および高齢者の肺炎球菌感染症に対するワクチン接種に要する経費
や新規就農者の確保、宇治茶の普及宣伝に要する経費等を計上するほか、（仮）宇治川太閤堤跡
歴史公園整備等に係るPFI導入支援や小学校給食調理の民間委託等に係る債務負担行為を設定
するとともに、年度内に完了が見込めない事業の繰越明許費を設定する。
　後期高齢者医療事業特別会計においては、平成25年度決算に伴う経費を追加する。

（単位：千円）

55一般会計（第2号） 61,132,273 114,053 61,246,326

56 2,240,000 10,577 2,250,577

補正後予算額
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別会計（第1号）
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※　平成26年度限りの経過措置

対象年齢： 生後36月から生後60月未満

接種回数： 1回

２．高齢者用肺炎球菌ワクチン予防接種 29,940

対象年齢： 65歳および60～64歳で心臓等に障害を有する人

接種回数： 1回

自己負担： 2,500円

※　平成26～30年度までの経過措置

対象年齢： 70・75・80・85・90・95・100歳

平成26年度に限り101歳以上も対象に含む

接種回数： 1回

3 新規就農者確保事業費 農林茶業課 2,250    0

「京力農場プラン」に基づき、新規就農者への給付に要する経費

対　　　象： 前年度所得が2,500千円未満で原則45歳未満の

独立・自営就農する者

給付期間： 最長5年間

4 農地中間管理事業費 農林茶業課 938      0

農地の集積化および耕作放棄地解消を図るため、コーディネーターの

設置等に要する経費　（京都府農地中間管理機構委託事業）

5 宇治茶普及宣伝費追加 農林茶業課 300      0

宇治茶のふるまい等を通じ、宇治茶の普及・宣伝を図るための経費

6 市有製茶機械貸与費 農林茶業課 1,350    0

市有製茶機械貸与に要する経費
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7 観光協会補助金追加 商工観光課 500      500

飼育する鵜の人工ふ化により誕生したひなの成長記録発表会等への

補助に要する経費

8 天ヶ瀬ダム再開発関連道路整備事業費 道路建設課 26,000   2,600

国の天ヶ瀬ダム再開発事業に伴う、白虹橋架替に関連する用地の取得

に要する経費

9 （仮）宇治川太閤堤跡歴史公園ＰＦＩ 歴史まちづくり推進課 限度額 30,000

導入支援業務委託事業 期　間 26 ～ 28

＜債務負担行為設定＞

（仮）宇治川太閤堤跡歴史公園整備等のＰＦＩ事業実施に向けた支援

業務に要する経費

10 学校給食調理委託事業（菟道小学校・大開小学校 学校教育課 限度額 214,000

・宇治小学校・岡屋小学校・木幡小学校） 期　間 26 ～ 29

＜債務負担行為設定＞

給食調理民間委託に要する経費

3.特別会計補正予算の主要事項

後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第1号）

1 保険料等負担金追加 年金医療課 9,631    9,631    

平成25年度決算による広域連合への保険料等負担金の追加
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